
第206期定時株主総会
電子提供措置事項記載書面

「第206期定時株主総会招集ご通知」と本別冊をあわせて、法令及び当社定款の規定に基づき、
書面交付請求された株主様に交付する電子提供措置事項記載書面としております。

2026年04月28日 10時14分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 1 ―

事 業 報 告
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

企業集団の現況に関する事項

設備投資等の状況
当期中に実施した主な設備投資等は次のとおりです。

① 完成した主な工事等
事 業 内 容 会 社 名 設 備 投 資 の 内 容

運輸事業 鉄道業 当社 90000系（10両）２編成新造
80000系（５両）４編成新造

レジャー事業 ホテル業 当社 博多駅前三丁目の土地の取得

不動産事業 不動産賃貸業 当社 銀座五丁目の土地及び建物の取得

② 施行中の主な工事等
事 業 内 容 会 社 名 設 備 投 資 の 内 容

運輸事業 鉄道業 当社
春日部駅付近高架化
とうきょうスカイツリー駅付近高架化
清水公園〜梅郷間高架化
大山駅付近高架化

資金調達の状況
当社グループの当期末における借入金及び社債の残高は7,889億88百万円となり、前期

末に比べて99億33百万円の増加となりました。
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重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
東武ステーションサービス㈱ 25 100.0 駅業務の受託管理業
東武バスセントラル㈱ 50 （100.0）

0.0 旅客自動車運送業

東武運輸㈱ 294 95.1 貨物自動車運送業
東武トップツアーズ㈱ 3,000 100.0 旅行業
㈱東武ホテルマネジメント 50 100.0 ホテル業
東武タワースカイツリー㈱ 17,225 100.0 電波塔・観光施設業
㈱東武百貨店 50 100.0 百貨店業
㈱東武宇都宮百貨店 50 100.0 百貨店業
㈱東武ストア 100 100.0 ストア業
東武商事㈱ 10 100.0 コンビニエンスストア・石油卸売業
東武建設㈱ 1,091 99.2 総合建設業

東武谷内田建設㈱ 90 （60.0）
50.0 総合建設業

東武ビルマネジメント㈱ 80 100.0 建物管理業
（注）１．（ ）内の数字は、当社の子会社の議決権を含めた比率です。

２．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

③ 重要な組織再編等の状況
当社は、2026年４月１日付で、当社を吸収合併存続会社、東武インターテック株式会

社、東武エンジニアリング株式会社及び東武ステーションサービス株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併を行いました。
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会社役員に関する事項

取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
代表取締役
取締役会長 根津 嘉澄 取締役会議長 富国生命保険(相)社外監査役

代表取締役
取締役社長 都筑 豊 危機管理委員会

取 締 役 横田 芳美
取 締 役 重田 敦史
取 締 役 鈴木 孝郎 鉄道事業における安全統括管理者

取 締 役 柴田 光義 指名・報酬委員会議長、
ガバナンス委員会議長

古河電気工業㈱特別顧問
いすゞ自動車㈱社外取締役
朝日生命保険(相)社外監査役

取 締 役 安藤 隆春
㈱アミューズ社外取締役
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役
㈱日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）
楽天グループ㈱社外取締役

取 締 役 矢ケ崎 紀子
東京女子大学現代教養学部経済経営学科教授
日本貨物鉄道㈱社外取締役
東日本高速道路㈱社外監査役

取 締 役 柳 正憲 一般財団法人日本経済研究所理事長

常勤監査役 杉山 知也
常勤監査役 吉田 辰雄

監 査 役 茂木 友三郎 キッコーマン㈱取締役名誉会長取締役会議長
㈱オリエンタルランド社外取締役
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地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
監 査 役 福田 修二 太平洋セメント㈱名誉顧問

監 査 役 林 信秀
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問
日本精工㈱社外取締役
㈱ＪＴＢ社外監査役

（注）１．取締役柴田光義氏、安藤隆春氏、矢ケ崎紀子氏及び柳正憲氏は、社外取締役です。
２．監査役茂木友三郎氏、福田修二氏及び林信秀氏は、社外監査役です。
３．当社は、社外役員の全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定し同取引所に届け出ております。
４．2025年６月24日、当社では、次のとおり取締役の担当を決定いたしました。根津嘉澄氏：取締役

会議長、都筑豊氏：危機管理委員会、鈴木孝郎氏：鉄道事業における安全統括管理者、柴田光義
氏：指名・報酬委員会議長、ガバナンス委員会議長

５．常勤監査役杉山知也氏及び監査役福田修二氏は、それぞれ経理又は財務部門において長年にわたる
業務経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、監査役福田修二
氏は、税理士の資格を有しております。

６．当事業年度における役員の異動は次のとおりです。
・重要な兼職の状況の異動

氏 名 新 旧 異動日
根津 嘉澄 （辞 任） ㈱松屋社外取締役 2026年２月28日

矢ケ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部
経済経営学科教授

東京女子大学現代教養学部
国際社会学科コミュニティ
構想専攻教授

2025年４月１日

柳 正憲 （退 任） 近鉄グループホールディングス㈱社外取締役 2025年６月20日

茂木 友三郎 （退 任） カルビー㈱社外取締役 2025年６月25日

茂木 友三郎 （退 任） ㈱フジ・メディア・ホールディングス
社外取締役（監査等委員） 2025年６月25日
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７．当社は、執行役員制度を導入しております。2026年４月１日現在の執行役員は次のとおりです。
役 位 氏 名 担当業務・委嘱

社長執行役員 都筑 豊 社務総括、ホテル事業戦略部担当

専務執行役員 横田 芳美 社務総括、財務部担当

専務執行役員 山本 勉 監理部、ＩＣＴ推進部、資産管理部担当

専務執行役員 鈴木 孝郎 鉄道事業本部長

常務執行役員 岩澤 貞裕 グループ事業本部担当

常務執行役員 福原 秀之 総務法務部、広報部、調査室担当

常務執行役員 岩瀬 豊 生活サービス創造本部長

常務執行役員 田邉 哲也 生活サービス創造本部副本部長
兼沿線価値創造統括部長

執行役員 青柳 健司 観光事業推進部長

執行役員 岩廣 哲典 人事部担当・総務法務部長兼調査室長

執行役員 渡辺 隆史 グループ事業本部長

執行役員 竜江 義玄 経営企画本部長

執行役員 山崎 美紀 グループ事業本部グループ事業統括部長

執行役員 橋本 浩志 鉄道事業本部副本部長兼安全推進部長

執行役員 髙月 京子 鉄道事業本部営業統括部長
兼お客さまセンター主幹

執行役員 高木 紀幸 鉄道事業本部技術統括部長

執行役員 小川 聡史 ホテル事業戦略部長

執行役員 石橋 大輔 デジタルプラットフォーム事業部長

責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重

大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結し
ております。

2026年04月28日 10時14分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 6 ―

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員及び執行役員が期待される役割を十分果たせるよう、また、有能な人材を迎

えられるよう、当社の取締役、監査役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の
３に規定する役員等賠償責任保険契約を全額当社負担にて締結しております。
【保険契約の内容の概要】
・填補の対象となる保険事故の概要
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及にかかる請求を
受けることによって生ずることのある損害について填補いたします。ただし、法令に違
反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等、一定の免
責事由があります。

・会社役員の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象と
しないこととしております。また、当社が被保険者に対して損害賠償請求をする場合
は、免責事由としております。

当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社では、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で構成され独立社外
取締役が議長を務める指名・報酬委員会を設置しております。「取締役報酬の決定に関す
る方針」（以下「本方針」といいます。）は、本委員会への諮問・答申を経て、取締役会で
定めております。
本方針において、取締役の報酬は、当社の企業価値向上及び社会的評価向上への意欲を

高め、株主価値の増大に資する目的で、各人の役位、担当業務に応じた職責、会社・個人
業績、経営環境、社会情勢等を考慮のうえで決定することとしております。
その構成は、役位別の基本報酬と短期インセンティブ報酬（個人業績連動報酬分及び会

社業績連動報酬分）により構成される金銭報酬（月額報酬）、そして中長期インセンティ
ブ報酬としての株式報酬からなります。金銭報酬は2009年６月26日開催の第189期定時
株主総会においてご承認いただきました報酬の限度額（年額400百万円、うち社外取締役
については年額20百万円）以内（注１）、株式報酬は2019年６月21日開催の第199期定
時株主総会においてご承認いただきました報酬の限度額（年額80百万円）以内（注２）
としております。また、社外取締役の金銭報酬の限度額については、2020年６月23日開
催の第200期定時株主総会において40百万円以内（注３）へと改定しております。
短期インセンティブ報酬のうち個人業績連動報酬分は、各人の総合評価とするため財務

的業績や企業価値向上への貢献等各人の職務遂行状況により決定しております。会社業績
連動報酬分は、企業本来の事業活動の状況、すなわち「稼ぐ力」の源泉となる指標とする
ため連結営業収益及び連結営業利益の中期経営計画等に掲げた数値に対する達成状況を評
価指標としておりましたが、資本コストや株価を意識した経営を推進するため、指名・報
酬委員会への諮問・答申を経て2025年６月24日開催の取締役会において、連結営業利益
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及びＲＯＥを評価指標といたしました。なお、経済情勢等の外部要因、異常気象等を勘案
し、合理的な範囲内で必要な調整を行うことがあります。
当社は2024年４月30日に「東武グループ中期経営計画2024〜2027」を策定し、同

日に発表した2024年度の計画値は連結営業収益6,390億円、連結営業利益620億円であ
ったのに対し、実績は連結営業収益6,314億円、連結営業利益746億円となりました。
中長期インセンティブ報酬である株式報酬は、取締役（社外取締役を除きます。）の報

酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスク
を株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め
ることを目的としており、株式交付信託を活用し、役位に応じて付与するポイントに基づ
き、原則として退任時に本信託を通じて当社株式及び金銭を交付します。
報酬の構成比率は、役位ごとに定める標準額を基準とし、基本報酬が55〜65％、短期

インセンティブ報酬が20〜30％、中長期インセンティブ報酬が15％程度を目安としてお
り、社外取締役の報酬は、独立性確保の観点から、金銭報酬の基本報酬のみとしておりま
す。
取締役の個人別の報酬等の内容について、当事業年度においては、2024年６月21日開

催の取締役会の決議により、代表取締役会長根津嘉澄氏（取締役会議長）及び代表取締役
社長都筑豊氏に2025年４月〜2025年６月までの期間の取締役の個人別報酬の決定を委
任しております。また、2025年６月24日開催の取締役会の決議により、代表取締役会長
根津嘉澄氏（取締役会議長）及び代表取締役社長都筑豊氏に2025年７月〜2026年３月
までの期間の取締役の個人別報酬の決定を委任しております。当社グループ全体の業績を
俯瞰しつつ、各取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、代表取締役が適して
いると判断し、上記権限を委任しております。
取締役の個人別報酬の決定に際しては、本方針に、外部専門機関による企業経営者の報

酬に関する調査等を活用し定めた報酬水準をはじめとする、指名・報酬委員会の答申を尊
重することを定めております。また、取締役会にて代表取締役へ個人別報酬の決定を委任
する際にも、本方針を踏まえ、指名・報酬委員会から妥当である旨の答申を受けている報
酬水準に基づき決定することを決議していることから、取締役会は取締役の個人別報酬が
本方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、2012年６月28日開催の第192期定時株主総会にてご承認いただきま

した報酬の限度額（年額100百万円）以内（注４）で、監査役の協議により決定しており
ます。
（注）１．当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名（うち社外取締役は１名）です。

２．当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除きます。）の員数は８名です。
３．当該定時株主総会終結時点の社外取締役の員数は４名です。
４．当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（名）

金銭報酬 株式報酬

基本報酬 短期
インセンティブ報酬

中長期
インセンティブ報酬

取締役 292 187 64 40 ９
監査役 74 74 ― ― ５
うち社外役員 (67) (67) ― ― (７)
（注）１．上記の短期インセンティブ報酬は、業績連動報酬等であり、個人業績連動報酬分と会社業績連動報酬

分からなります。
２．上記の中長期インセンティブ報酬は、株式交付信託による非金銭報酬等であり、その額は当事業年度

の費用計上額です。

社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

当社社外役員が業務執行者又は社外役員である重要な兼職先と、当社との間における開
示すべき関係は次のとおりです。
氏 名 重要な兼職の状況 取引内容

安藤 隆春 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役 不動産賃貸取引
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② 当事業年度における主な活動状況
・社外取締役

氏 名 取締役会
出席状況 発言状況・期待される役割に関して行った職務の概要

柴田 光義 12/12回

会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、かつ経営陣から独立した
立場にて客観的な視点から業務執行に関し、意見、助言を行うことにより、経
営の効率性及び公正性の確保に資しております。また、「指名・報酬委員会」
の議長を務めております。さらに、取締役会の監督機能の強化を図る任意の委
員会「ガバナンス委員会」の議長を務めております。

安藤 隆春 11/12回

警察庁長官をはじめ要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識や、他の企業で
の社外取締役としての経験を有し、かつ経営陣から独立した立場にて客観的な
視点から業務執行に関し、意見、助言を行うことにより、経営の効率性及び公
正性の確保に資しております。また、「指名・報酬委員会」の委員を務めてお
ります。さらに、取締役会の監督機能の強化を図る任意の委員会「ガバナンス
委員会」の委員を務めております。

矢ケ崎 紀子 12/12回

交通政策・観光政策における学識者としての豊富な経験と幅広い見識や、他の
企業での社外取締役としての経験を有し、かつ経営陣から独立した立場にて客
観的な視点から業務執行に関し、意見、助言を行うことにより、経営の効率性
及び公正性の確保に資しております。また、「指名・報酬委員会」の委員を務
めております。

柳 正憲 12/12回
会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、かつ経営陣から独立した
立場にて客観的な視点から業務執行に関し、意見、助言を行うことにより、経
営の効率性及び公正性の確保に資しております。

・社外監査役

氏 名 取締役会
出席状況

監査役会
出席状況 発言状況

茂木 友三郎 11/12回 ６/６回
会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣から
独立した立場にて客観的な視点から取締役の職務執行に関し、意
見、助言を行うとともに、監査に関する重要事項の協議や監査結
果についての意見交換等を行っております。

福田 修二 12/12回 ６/６回
会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣から
独立した立場にて客観的な視点から取締役の職務執行に関し、意
見、助言を行うとともに、監査に関する重要事項の協議や監査結
果についての意見交換等を行っております。

林 信秀 12/12回 ６/６回
会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経営陣から
独立した立場にて客観的な視点から取締役の職務執行に関し、意
見、助言を行うとともに、監査に関する重要事項の協議や監査結
果についての意見交換等を行っております。
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